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　その次に注目していただきたいのは、沖縄の
島々で琉球王国という、本土とまったく違う政治
体制ができあがったということです。その琉球王
国には、首里城に君臨した王がいまして、沖縄の
島々を500年にわたって統治していました。
　琉球王国は、アジアと深く交流しながら貿易を
し、文化を吸収し展開していくという歴史を辿り
ました。その琉球王国が廃止されて、沖縄県がお
かれ、そしてこの地域が日本のメンバーに編入さ
れていきます。
　しかし、ご存知のように、太平洋戦争末期に連
合軍、主としてアメリカ軍と日本軍がこの沖縄の
島を舞台にして激しい地上戦を展開します。やが
て敗戦を迎えるわけですが、その結果、アメリカ
は沖縄の島々を日本から切り離して、アメリカが
直接支配することを要求しました。日本はそれを
受け入れざるを得ず、沖縄県のみが切り離され
て、アメリカの統治下に置かれます。冷戦時代、
アメリカはここに広大な基地をつくり、軍事的な
戦略拠点にするという歴史を辿ります。これが現
在、普天間に象徴される沖縄の基地問題の背景に
あるわけです。
　アメリカ軍統治時代、沖縄の住民たちは、この
ままではまずい、自分たちはどこへ行けばいいの
かと当然深く考えました。その結果、我々の祖国
は日本である。再び沖縄県を復活させて、また日
本に復帰したいという祖国復帰運動が沖縄の中で
提案され、圧倒的多数の人びとの支持を得て運動
が盛り上がっていきました。そして、1972年（昭
和47年）５月15日、沖縄県が復活し、日本社会の
メンバーに返り咲いたのです。
　このように、日本文化から出発し、500年にわ
たって琉球王国という時代があり、その後日本の
メンバーになったものの、複雑な経緯を辿り、現
在に及んでいる。これが、沖縄の歴史を理解する
ときのポイントになるだろうと思います。

２　琉球とアジア諸国との壮大な交流の状況
　その沖縄の歴史の中で、琉球王国時代というの
は、実は想像を絶するような規模のアジアとの交
流が行われていました。小さな島々に閉じこもっ
ていたのではなく、日本、朝鮮半島、中国大陸、
東南アジアの国々。現在の分類でいきますと、東
アジアと東南アジアという２つの大きな世界に深

く関わりながら、当時の琉球王国は歴史や文化を
つくってきたのです。
　私はこれら琉球王国と交流のあった地に行っ
て、それぞれの地域、国の専門家に教えていただ
きながら、沖縄の歴史を勉強しています。
　こうして世界各地に出かけて、いわば琉球の歴
史イメージを豊かにしていくような作業を行って
きました。琉球には東シナ海、南シナ海という
２つの大きな海を往来し、活躍した時代がありま
した。当時の琉球王国の人口は８万人規模でした
が、まさにアジア狭しと大変活発な交流事業を展
開していたということです。
　歴史のおもしろさは、そこで「なぜ」と疑問を
もって考えることにあります。人口８万人程度の
小国が、なぜこのような壮大なアジアとの交流事
業が展開できたのか。当時の琉球人は冒険的な気
概に溢れ、強い精神をもっていた、などの精神論
は、その理由にはなりません。一度や二度であれ
ばわかりますが、200年にもわたってこのような
事業をしようと思ったとき、例えば遭難すること
が少ない、優秀な性能のよい船や高度な航海術も
必要です。さまざまな情報を分析できる人材や外
国語を話せる人材、どこに行けばいいビジネスが
できるかという情報も必要です。こうしたたくさ
んの条件がなければ、達成できないのです。

３　なぜ、大事業を行うことができたのか
　最大の理由は２つあります。ひとつは当時の国
際情勢が琉球に有利に働いたということ。そし
て、その有利な状況を琉球はうまく活用した、と
いうことです。
　まず、当時の中国がどういう政策をとったかと
いう点についてお話ししますと、明という世界屈
指の帝国が中国に出現し、さまざまな対外政策が
展開される時代がありました。中国に君臨する明
の皇帝は、中国国内だけではなく、アジアの、そ
して世界のナンバーワンだとも考えられていまし
た。具体的には、アジア各地にはさまざまな王が
いましたが、中国皇帝の名において、その国の王
であること、地位を認めるという外交的な行為が
行われていたのです。これが冊封です。それに対
して、各地の王は貢ぎ物を持って行き、中国の皇
帝に忠誠を誓うことを約束します。これを朝貢と
いいます。
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　決して対等でない、不平等な関係ですが、なぜ
冊封や朝貢ができたのかというと、中国は世界屈
指の経済大国だったからです。あらゆる優れた商
品が生産されており、それが欲しかったのです。
明の政府は、冊封と朝貢という関係を結ばなけれ
ば貿易を認めなかったため、各国がこぞって冊
封、朝貢を受け入れたのです。
　さらに、冊封、朝貢を受け入れれば中国と自由
に貿易ができるわけではなく、それを阻んだ政策
がありました。それが貢期で、例えば一番条件の
よい安南（現在のベトナム）でも３年に１回しか
貿易船を派遣できませんでした。室町時代の日本
は10年に１回でしたが、15年に１回という国もあ
りました。つまり、国ごとに中国への渡航頻度、
貿易の頻度を明の政府が決めるという政策でし
た。
　各地で中国商品の品薄状態となります。中国人
に、自国の港まで商品を売りに来てもらえば問題
は解決しますが、明の政府は、海禁という鎖国政
策によって、中国人が海外に自由に出ることを禁
じました。さらに、すでに海外に居住している中
国人が自由に帰国することさえも制限しました。
密貿易が行われ、明の海軍によって排除されると
いう事件がしばしば起こっています。
　このような時代に、琉球は、なんと毎年何回中
国に来てもよいという、破格の優遇が与えられて
いました。なぜ、大国の明が、琉球に特別の優遇
措置を加えたのか。大きな理由は２つあります。
　１つは、琉球が明の恩人だったということです。
明は元を倒して中国の主となりましたが、彼らは
まだ勢力を温存していました。自国を安定させる
ためには、モンゴル人をいわばパワーダウンさせ
なければなりません。そのために、頻繁に軍事行
動を展開してモンゴル人の拠点を攻撃しました。
　そのとき、最大の軍事物資として必要であった
もの、すなわち馬と硫黄が明には足らなかったの
です。馬はモンゴル人が支配する地域で生産され
ており、硫黄は火薬の主成分として必要でした。
この馬と硫黄を提供したのが琉球でした。明の記
録によれば、馬は年間900頭以上、また硫黄は沖
縄の一番北の端にある硫黄鳥島から産出されたも
のを大量に輸出しました。このことから、琉球は
明の恩人となったのです。
　もうひとつは、当時、東シナ海の海域、中国の

沿岸部に出没した、いわゆる倭寇への対策でし
た。倭寇とは、日本人の海賊ではないかと思って
いる方もおりますが、大半は中国人でした。つま
り、鎖国政策から法の網目をかいくぐり、海外で
展開する、中国人を中心に日本人や朝鮮人が入っ
た民間勢力が倭寇の正体です。当時、大変な勢力
を誇っており、この勢力が琉球の島々を根城と
し、一大海賊基地を作られると、明にとって安全
保障上、大きな脅威になります。そのために、琉
球を中国の影響下に取り込み、倭寇の拠点にしな
いような施しを行う必要がありました。安全保障
のために琉球を優遇する措置がとられた、という
ことです。
　こうした、明の恩人であることと、明の安全保
障上の配慮から、琉球を優遇したわけです。

４　アジアとの交流事業の中心となった首里城
　これほど壮大なアジアとの交流事業はいったい
誰が担ったのか。私が調べてみたところ、一人も
民間の海外貿易をする商人はおりませんでした。
つまり、この事業を展開したのは、首里城に君臨
する王とそのスタッフだったのです。
　それに加えて、琉球はしたたかでした。北京に
残っている記録では、琉球が明の政府と粘り強く
交渉し、先端的な技術をもったかなりの数の中国
人を、琉球に受け入れていました。中国人も活用
するということもやっております。
　こうして、琉球の最強の組織である王とそのス
タッフ、さらに優れた中国人たちを使って、この
海外事業を展開したということです。

５　今日に伝わるその時代の文化遺産とは
　こうした海外との交流事業は、単なる貿易にと
どまらずに、たくさんの文化を学ぶ機会になりま
した。琉球方言にもかなり中国語、外国語が入っ
ていますし、一番の成果は、サンシンを中心とし
た芸能でした。サンシンは、中国から入ってきた
楽器を基に、胴にニシキ蛇の皮を張り、竿は少し
短く、胴を大きくして、琉球の音楽を表現するに
相応しい楽器に改良したものです。今でも沖縄の
音楽にはなくてはならない楽器として愛用されて
いますが、それが、さらに日本の本土に伝えら
れ、三味線になっていくのです。
　それから、泡盛という地酒です。南中国から東
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南アジアの大陸部が世界屈指の稲作地帯ですが、
古くから、そこで米を原料とする焼酎、スピリッ
ツが発達しました。それが琉球に入り、琉球の風
土の中で磨かれていったのが泡盛というお酒で
す。
　アジアとの交流の歴史の中でもたらされた文化
的な成果によって、我々はサンシンを弾いて歌を
うたい、泡盛を飲んで人生を謳歌するというライ
フスタイルが、今できているということです。

６　首里城プロジェクト
　さて、1879（明治12）年に、日本が近代国家の
道を歩むなかで、国境線を確定する過程で、最終
的には琉球王国を廃止し、沖縄県を設置して正式
に日本の領土に編入しました。これが琉球処分と
呼ばれた明治政府のプロジェクトでした。
　琉球は当然反対しました。最終的には、本土か
ら軍隊と警察を連れてきて、首里城を囲み、王に
城を明け渡せと要求をした結果、王とその家来た
ちが泣く泣く城を明け渡して沖縄県が誕生する、
という非常に荒々しい経緯を辿りました。
　明け渡された首里城は、当時、九州地区の防衛
本部であった熊本鎮台から派遣された軍隊の駐屯
所となりました。軍隊が引き揚げた後、学校など
にも利用されましたが、老朽化が進み、首里城は
見る影もないという状況になっていきます。そこ
で、昭和初期に多くの関係者、とくに香川県出身
の鎌倉芳太郎氏と、山形県出身で東京大学の建築
の教授であった伊東忠太氏が中心になり、政府の
予算を使って大規模な修理が行われ、その後、首
里城が国宝文化財になりました。
　しかし1945（昭和20）年、アメリカ軍の猛烈な
攻撃を受けて完璧に破壊されました。
　アメリカ軍は首里城を攻撃したわけではありま
せん。当時、東京の大本営本部は、沖縄上陸作戦
の可能性から、沖縄に急きょ第32軍という日本軍
を編成し駐屯させます。そして、首里城の地下に
地下壕を作り、沖縄守備隊の本部としたのです。
アメリカ軍はその地下の司令部壕を破壊するため
攻撃したのです。今でもその跡が残っています。
　結果として、首里城は完璧に地上から姿を消し
ました。アメリカ軍が撮影した、首里城が破壊さ
れていく状況が映像として残っています。私は何
度も見ましたが、本当に痛々しい姿です。

　終戦後、沖縄県はアメリカ軍統治下におかれ、
基地の島になっていくわけですが、そのときにア
メリカ軍の肝入りもあり、沖縄に初めて大学をつ
くることになりました。それが琉球大学で、焼け
た首里城の跡にできます。そこで、アメリカ軍統
治時代に多くの人材を育てていきます。
　沖縄県の復活後、琉球大学は国立大学となり、
キャンパスが狭いということで、現在のキャンパ
スに移転することになりました。そして、跡地を
どう利用するのかということが話題になりまし
た。沖縄県では検討委員会を開き、大所高所から
検討しました。私も委員として議論に参加しまし
た。
　その結果、建物の復元を含む、歴史公園を整備
しようということになり、事業が動いていきまし
た。その事業に私もずっと深く関わってきたわけ
です。
　現在、復元中の首里城ですが、野球でいえばだ
いたい８回ぐらいです。あと５、６年経ちますと
東西400ｍ、南北200ｍぐらいの規模のお城に整備
されていきます。現在までにおよそ200～300億円
を投じてきましたが、大変に難しい作業でした。
復元の歴史時代考証責任者は私でしたので、もし
復元のときの作業が失敗していたら、誤っていた
ら、と考えると責任重大です。
　作業を進めるうえで難しかったのが、まず資料
が残っていなかったということです。建物はアメ
リカ軍の攻撃で完全に破壊されてしまい、せいぜ
い写真が残っている程度です。また、写真は外か
らしか撮影していませんから、建物の内部がどう
なっていたか､構造的なことがわかりません。
　もうひとつは、どの時代の首里城を復元するの
か、ということです。アメリカ軍の攻撃によって
破壊されるその直前の首里城なのか。写真もあ
り、実際に見た方がたもいらっしゃいますので、
それを復元するほうがやりやすいです。戦争で破
壊される前の首里城を我々は「中古車」と呼んで
いますが、中古車を復元するのか。
　そうではなくて、首里城に王がいて、家来がい
て、さまざまな芸能や音楽が演奏されて、外交イ
ベントが行われ、アジアと交流して、呼吸をして
生きていた首里城、それを我々は「新車」と呼ん
でいますが、どちらでいくかという議論を随分し
ました。そして最終的には、「中古車ではなく、
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新車を復元する」という方針に落ち着きます。
　すると、その時代にリアルタイムで作られた資
料を基にしなければ復元できません。そのような
資料があるのか。そのような不安もありました
が、あえて志を高く立て、復元作業を始めたので
す。

７　首里城復元をどう進めたか
　例えば、首里城の正殿を見てみると、正面に突
き出て目立つ部分が唐破風と呼ばれ、日本建築を
代表するデザインになっています。そして地面か
ら２ｍ弱の高さにある基壇の上に建物が乗る「基
壇様式」は中国のスタイルです。屋根が二重に
なっているのも中国のスタイルです。
　このように、首里城は基本的な建物のスタイル
は中国建築を取り入れ、しかし一番目立つところ
に日本建築のデザインを使っているという、中国
と日本の建築文化を折衷した形になっています。
　壁にはベンガラという色が塗られており、実際
には桐油で溶いて塗ってあるのですが、下塗り、
中塗をして、また乾燥させて、上塗りをしていく
という複雑な工程をたどって塗られたことを突き
止めて、そうやって復元してあります。
　建物の２階の窓、格子、連子といいますが、そ
こには特別な顔料が使われています。昔の記録に
は、沖縄の久米島の赤土を使って塗ることが書か
れていました。それを復元した経過については、
以前、ＮＨＫの「プロジェクトＸ」でも取り上げ
ていただきました。
　まず、久米島で赤土のサンプルをたくさん採取
してきて、土壌学、岩石学の先生方からアドバイ
スを受けながらパターンを作りました。そして、
首里城に塗った同じ環境を作って、沖縄の強い日
差しや塩を含んで吹きつける台風といった環境の
中で、どの程度耐えられるのかという実験をしま
す。こうしたさまざまな耐久実験を重ね、最終的
に一番安定した状態のものを確認し、それを塗っ
ていくという作業を行いました。
　「新車を復元する」作業は、こうしてできるだ
け厳密に分析・検討を加えて、時代考証をし、そ
してなぜそう復元したのか説明責任が果たせるよ
うな状況にしてすすめていくのです。
　そういう作業を多くの専門家と一緒にやってい
きますと、たくさんのデータが蓄積されます。こ

れらをすべて記録に残すことによって、我々の仲
間たちが行った復元がどういうものかということ
を、次の世代に引き継げますし、そうしていく必
要があるのです。現在進行中の事業は第１期の事
業です。ある程度時間が経った後に、次の世代の
人たちがまだ復元していないものを手がけてい
く。それは後輩たちに任せたいと思っています
が、そのためには我々はどうしたのかを正確に伝
えていく必要があるのです。

８　戦争で失った文化遺産を取り戻す
　もうひとつ皆さんに知っていただきたいことが
あります。それは国宝文化財までになった首里城
でしたが、日本軍が地下に司令部壕を作ったため
にアメリカ軍に徹底的に破壊されたと申しあげま
した。沖縄戦では、沖縄県民生活の場を舞台にし
た激しい地上戦が展開され、そのために当時の沖
縄県の人口の25％、４人に１人がこの戦争で亡く
なりました。生き残った方がたも肉親を失った寂
しさや、一種のトラウマのようなものを抱えなが
ら生きてこられました。
　戦争で命を落とした方々を再び甦らせることは
できません。我々は平和を誓い、慰霊の塔を建て
たり、その方の気持ちを大事にして生きていきま
すが、命そのものが甦ることはないわけです。
　しかし、生き残ったものの子孫として、戦争で
失った文化遺産は取り戻せるのではないかと思う
のです。この思いが首里城復元には込められてい
ます。
　皆さまの前で、今日、貴重な時間をいただき、
沖縄の歴史のアピールをしておりますが、このよ
うな講演会を何千回行っても、沖縄の歴史につい
て何万冊の本を書いても、実際の首里城にはかな
いません。首里城に来て、何でもいいですから、
この島にはそういう歴史があるんだということを
感じてほしいと思います。戦争の深い傷跡を残し
ているとか、基地問題で悩んでいるとか、いろい
ろな歴史がありますが、しかし琉球王国というひ
とつの歴史の伝統をもっていたということをア
ピールできるような、シンボルがひとつ欲しい。
そういうものとして、復元する必要があると思い
ました。ただ単に、過去を懐かしがって復元した
のではなく、将来のためにも首里城という存在が
必要不可欠なんだという思いが込められているの
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です。

むすび―今後の課題
　我々はこの復元作業をやりながら、首里城研究
会というのをつくりました。首里城の復元に携わ
る専門家たちを中心に、２か月に１回の研究会を
開いて、お互いに研究交流をしながら復元作業を
進めています。
　また、首里城公園友の会という、会員数が約
1,200人の組織をつくっています。私は事務局長
をしていますが、地元の方たちにも、復元を機に
首里城を勉強してほしいということで、首里城以
外の文化財のことも含め、講演会、講座を企画・
主催するなどの活動をしています。
　友の会では、沖縄本島の北部にイヌマキの木を
6,000本植えて育てており、年二回育樹祭をやっ
ています。建物の中心的な材としてイヌマキが使
われておりますが、現在、沖縄には建築用材に使
えるようなイヌマキの木が育っておらず、今回の
復元でも鹿児島県と宮崎県からイヌマキを提供し
ていただきました。今後50年、100年後、復元し
た建物の大修理のときのために、今、6,000本の
イヌマキを育てているのです。
　首里城では見学料をいただいています。首里城
の復元は日本政府のお金が入っているものの、そ
れは一部でして、かなり借金をしてつくっており
ます。こうした借金の返済や、首里城の運営経費
にあてております。また、その一部を首里城基金
として積み立てるということをしています。
　これは、お城で使われていた、当時の首里城の
生活道具や装飾品などの文化財をオークションで
購入したり、海外に保存されているものを借り受
ける際の費用として活用しています。ドイツやア
メリカなど、沖縄から、あるいは日本から流出し
ていったコレクションが、今世界のどの博物館や
美術館が、どのように収集し保存してくれている
のか。そういう情報を集める必要があります。
　そしてできれば、少し傷んでいる収蔵品につい
ては、沖縄の専門家を派遣して修理をする。購入
して、保存していただいたおかげで文化財が残っ
たことに、我々は感謝しなければいけません。そ
のために我々が専門家を派遣し、我々の費用で修
理しましょうという作業を行っています。
　こうした取り組みからさまざまな仕掛けをつく

り、先人たちがつくった歴史や文化というもの
を、まさに世界の人びととともに確認していく。
首里城の入館料を中心に基金を貯めて、こうした
作業にも生かしているのです。

　福祉関係のご専門の方がたの前で、私の話は全
然分野が違って、お心に届いたかどうかわかりま
せんけれども、歴史の勉強をしている私も外に出
てさまざまな専門家と組みこのような活動してい
るということを皆さまにお伝えして、終わりたい
と思います。
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◆　平成22年度救護施設永年勤続功労者名簿
　本年度の永年勤続功労者につきましては、大会参加者にお配りしました資料に名簿を掲載しました
が、一部掲載漏れがございました。関係者の皆さまにお詫び申し上げますとともに、あらためて表彰者
の名簿を掲載いたします。

平成22年度救護施設永年勤続功労者受彰者

 ※上記以外に名簿に掲載を希望されなかった方を含め、合計70名が受彰されました。

都道府県 施設名 受彰者氏名 職種

北海道 札幌明啓院 久保　愼紀子 生活支援員

北海道 静心寮 水落　レイ子 介護職員

北海道 静心寮 木村　美知子 庶務会計主任

青森県 救護施設まこと
ホーム 高谷　俊一 介護職員

岩手県 松山荘 宮永　美佐 生活指導員

山形県 紅花ホーム 萩生田　千賀子 副総括支援員

福島県 福島県浪江ひま
わり荘 山田　婦美子 副主任援助員

茨城県 慈翠館 島田　みやま 主任生活指導員

栃木県 鳴鶴寮 星野　裕子 支援員

群馬県 緑荘 十文字　将治 直接処遇職員

埼玉県 育心寮 加藤　利行 サービス課
副主査

埼玉県 羽生園 新井　貴士 生活支援課
課長

埼玉県 羽生園 飯田　みどり 生活支援課
係長

東京都 村山荘 津田　政子 介護職員

神奈川県 平塚ふじみ園 高橋　俊道 業務課長

神奈川県 清明の郷 安部　千鶴子 介護係長

静岡県 葵寮 木村　はま子 介護職員

静岡県 浜松市立入野園 袴田　泰子 介護職

新潟県 かしわ荘 中村　和義 主任調理員

富山県 八尾園 木村　智子 副主任介護職員

富山県 八尾園 中尾　奈緒子 主任調理員

石川県 七尾更生園 宮本　とも子 調理員

長野県 順天寮 石澤　みつ子 主任介護職員

長野県 れんげ荘 平林　尚子 生活支援員

長野県 八ヶ岳寮 宮武　恵美子 介護職員

三重県 菰野千草園 川北　武士 副施設長

滋賀県 角川ヴィラ 古谷　信代 指導員（グルー
プリーダー）

京都府 洛南寮 田中　和江 主事

大阪府 白雲寮 松岡　里恵子 事務員

大阪府 白雲寮 松崎　信司 事務員

大阪府 白雲寮 大西　一典 指導員

大阪府 白雲寮 大野　誠次 指導員

大阪府 白雲寮 藤田　政男 事務員

大阪府 白雲寮 加藤　孝之 指導員

都道府県 施設名 受彰者氏名 職種

大阪府 愛隣寮 山田　初美 介護職員

大阪府 甲子寮 高村　幸司 指導員

大阪府 高槻温心寮 竹田　万里 生活支援員

大阪府 フローラ 山田　輝樹 副主任ケアワー
カー

大阪府 平和寮 田島　千幸 統括部長　兼　
栄養士

大阪府 平和寮 船渡　智子 主任介護職員

大阪府 今池平和寮 奥田　純一 主任事務員

大阪府 港晴寮 辻下　誠 主任介護職員

大阪府 第２港晴寮 高橋　利行 介護職員

大阪府 美原の里 山本　由紀子 事務員

兵庫県 ななくさ厚生院 楠田　眞浩 支援員

兵庫県 南光園 慶尾　友美 主任看護師

和歌山県 悠久の郷 吉田　里美 介護副部長

和歌山県 悠久の郷 堀江　千代美 介護職員

和歌山県 悠久の郷 北原　孝子 介護職員

鳥取県 ゆりはま大平園 松村　真喜恵 支援係長

島根県 新生園 豊島　さゆり 指導主任

島根県 新生園 足立　博明 総務係長

岡山県 津山広済寮 赤松　弘恵 調理員

岡山県 ニュー三楽園 落合　淳 指導課長

岡山県 ニュー三楽園 北原　辰己 介護職員

山口県 周南荘 中原　恵子 介護職員

徳島県 小鳴門荘 梅野　真玄 介護職員

熊本県 天草園 松中　直人 生活支援員

熊本県 菊池園 冨田　竜二 生活指導員

大分県 大分県溪泉寮 安部　けさみ 副寮長　兼
管理課長

大分県 大分県溪泉寮 安東　正純 主査

大分県 大分県光明寮 高山　恵子 介護士

大分県 大分県光明寮 三代　征子 生活指導員

宮崎県 清風園 松浦　優子 調理員

宮崎県 すみよし 古賀　喜美代 看護職員

鹿児島県 鹿児島市立いし
き園 内海　民子 介護職員

沖縄県 いしみね救護園 座安　正勝 介護員

沖縄県 よみたん救護園 大湾　朝信 園長

（敬称略）
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平成23年度厚生労働省
予算案が示される

　厚生労働省の平成23年度予算（案）が発表され、
このなかで、「生活保護制度の適正な実施 ～自立支
援の着実な推進」として、「救護施設の機能を活用
した精神障害者等の地域生活支援対策」という新規
事業が示された。下図は事業の全体像を示したもの

であり、今後は、事業の実施に向け、救護施設にお
ける精神障害者の入所状況に応じた精神保健福祉士
の加配の創設や、ショートステイ事業の施設事務費
負担金化に係る通知改正等が行われる予定である。
　なお、今回示された新規事業は、全救協が平成22
年５月に厚生労働省保護課に提出した制度および予
算に係る要望書の事項に適った内容となっている。
　主な関連事項は、以下のとおり。

救護施設（施設事務費負担金）

－精神障害者の孤立防止・相談支援体制の強化による自殺防止対策－

救護施設を活用した精神障害者等の地域生活支援対策（イメージ）

精神科病院

救護施設（施設事務費負担金）

【施設内処遇】
居宅生活訓練事業（指導員２名）

（施設内）

退
院
可
能

施設内処遇を通じて、基本的な生活訓
練（他人とのコミュニケーションや、掃除・
洗濯等の基本的な家事、金銭・物品の管
理、買い物等）を行う。（６ヶ月間程度）

居宅 活訓練事業（指導員 名）

アパート等を使い、より居宅に
近い環境で実体験的に生活訓練
を行う。

院�
精
神
入
院

�
�
生
保
受

（施設外）

�
�
�

�
�
�
�
�
�

退所退院

退院患者・居宅生活移行者への重点的
処遇のスタッフとして精神保健福祉士を配置。

院
患
者

61.

4

受
給
者

11.

0

通所事業（指導員２～３名）

通所訓練、訪問指導を通じ、生活指導や生活訓練等を行うことにより居宅生活
の継続を支援する。

地域生活継続支援事業

��
�
等

通い

4
千
人

0
千
人

地域生活継続支援事業

一時的に心身不安定となった居宅生活者を一時的に救護施設で受け入れる。
（措置費における「実績払い」で対応）

※ 現行はセーフティネット支援対策等事業

一時
入所

（ショートステイ事業：1/2補助：７自治体）

福祉事務所（セーフティネット支援対策等事業）

① ②

① 精神保健福祉士等を確保し、退院までの調整を行う。（精神障害者退院促進事業）
② 家事・服薬管理の生活指導、地域住民との交流の場の提供、社会福祉施設等における退院後の訓練を行う。

（退院者等居宅生活支援事業）（①と整理統合）

１　生活保護費等負担金
（１）保護費負担金
　　　２兆5,676億円（２兆2,470億円）
（２）保護施設事務費負担金
　　　276億円（279億円）
　　　※カッコ内は平成23年度概算要求時の額

２　自立支援の着実な推進
（１）被保護者の社会的な居場所づくり支援事業（新規）
　セーフティネット支援対策等事業費補助金
 200億円の内数
　ＮＰO、企業、市民等と行政とが協働する「新し
い公共」により、社会から孤立しがちな生活保護受
給者への様々な社会経験の機会の提供や、貧困の連
鎖を防止するための生活保護世帯の子どもへの学習
支援を行うなど、生活保護受給者の社会的自立を支

援する取り組みの推進を図る。
　（例）
　・農作業やものづくりなどの就労体験を行う事業
を民間企業に委託

　・公園の緑化や清掃活動などの社会参加事業を財
団・社会福祉法人に委託

　・生活保護世帯の子どもに対して学ぶ意欲や勉強
を教える学習支援事業をＮＰＯ法人に委託

（２）自治体とハローワークの協定に基づく就労・
生活支援（「福祉から就労」支援事業）

 35億円（職業安定局で計上）
　地方自治体とハローワークが協定を締結し、地方
自治体とハローワークの担当者により構成する支援
チームが、生活保護受給者、住宅手当受給者、障害
者等に対して支援プランを策定し、個別求人開拓や
担当者制による職業相談等を実施する。
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（３）救護施設の機能を活用した精神障害者等の地
域生活支援対策（新規）

　救護施設に精神保健福祉士を配置し、精神障害者
等の居宅生活に向けた訓練や、居宅生活に移行した
精神障害者等の症状が不安定になった場合等におけ
る一時保護入所を実施することにより、精神障害者
等の地域生活への移行及び孤立防止・自殺予防を含
めた居宅生活継続の支援を行う。

「全社協ビジョン2011」
を発表

　平成22年12月27日、全国社会福祉協議会（全社
協）は、国民が安心して日常生活を送ることができ
る地域社会づくりを目指して、わが国の社会福祉の
あり様等を提言した「全社協 福祉ビジョン2011～
ともに生きる豊な福祉社会をめざして～」を公表し
た。
　この福祉ビジョンは、全社協政策委員会において
検討が進められ、平成22年６月22日には「素案（検
討資料）」を作成し、全社協政策委員会構成組織と
の意見交換を行い、そこでの意見等を踏まえ、10月
15日に「第２次（案）」を作成した。その後、再度
意見交換を重ね、12月17日に政策委員会幹事会にて
最終的なとりまとめを行った。
　福祉ビジョンでは現在の福祉課題・生活課題に対
応するために、①制度の内の福祉サービスの改革、
②制度外の福祉サービス・活動の開発・実施、③住
民・ボランティアの主体的な参加の３つの大きな変
革の動きをつくり、これらの変革を通じて、「めざ
す福祉の姿」を描いている。
　そして「めざす福祉の姿」を実現するために、①
社会福祉法人（社会福祉施設）、社会福祉協議会等を
はじめとする各法人、組織の役割、②各種相談や関
係領域との連携による総合的な支援体制の構築、③
福祉人材の確保、④個人情報保護法と制度外のサー
ビス・活動、⑤制度外の福祉サービス・活動の財
源等に関する具体的な提言を行っている。これらと
ともに、国、都道府県、市町村の役割分担、社会保
障・社会福祉の財源の確保に向けた提言も盛り込ま
れている。
　また、こうした提言を踏まえながら、「めざす福
祉の姿」を実現するために、社会福祉関係者が重点
的に取り組むべき項目として、①柔軟に対応できる
制度内の福祉サービスの強化、確立、②制度で対応
しにくいニーズに応える福祉サービス・活動の積極
的展開、③市区町村単位での相談・調整機能の連携・
総合化の仕組みづくり、④制度改革の働きかけが挙
げられ、具体的に進めていくための「行動方針」が

策定されている。
　福祉ビジョンの全文は、全社協ホームページより
ダウンロードすることができる。
　http://www.shakyo.or.jp/news/110105.html

精神保健福祉士法が一部
改正される

　精神保健福祉士法の一部改正案が成立し、平成22
年12月10日、公布された。今回の改正では、①定義
の見直し、②教育カリキュラム等の文部科学省・厚
生労働省の共管化、③誠実義務、④障害福祉サービ
ス等の関係者との連携保持の義務化、⑤資質向上の
責務が盛り込まれた。
　なお、改正法は平成24年４月１日より施行され
る。改正の概要は以下のとおり。
①定義の見直し
　　新たに「地域相談支援の利用に関する相談」に
応じることが位置づけられた。なお、「地域相談
支援」とは、これまで補助事業として取り組まれ
てきた地域移行支援および地域定着支援のこと
で、障害者自立支援法における個別給付の対象と
して法定化されるもの。これにより、精神保健福
祉士が精神障害者の地域生活支援に関わる職種で
あることが明確化される。
②教育カリキュラム等の文部科学省・厚生労働省の
共管化
　　従来は厚生労働省が単独で指定していた教育カ
リキュラム等が、文部科学省との共管となる。こ
れにより、精神保健福祉士養成施設（専門学校）
のみならず、保健福祉系大学も新たな教育カリ
キュラム等に基づく科目の履修が必要となる。
③誠実義務
　　「精神保健福祉士は、その担当する者が個人の
尊厳を保持し、自立した生活を営むことができる
よう、常にその者の立場に立って、誠実にその業
務を行わなければならない」という義務が課せら
れる。
④連携の総合化
　　従来、医師その他の医療関係者との連携保持が
義務づけられていたが、保健医療サービス、障害
福祉サービス、地域相談支援に関するサービス等
の関係者とも連携保持が義務づけられる。
⑤資質向上の責務
　　新たに「精神保健福祉士は、精神保健及び精神
障害者の福祉を取り巻く環境の変化による業務の
内容の変化に適応するため、相談援助に関する知
識及び技能の向上に努めなければならない」と規
定される。
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PICK UP
関東地区救護施設協議会
中国・四国地区救護施設協議会

　救護施設における利用者主体の個別支援を高
めていくために、各地区において個別支援計画
に関する研修会を開催するなど、普及・活用に
向けた取り組みが進んでいます。そこで、「ブ
ロックだより」では前号より、各地区における
個別支援計画の普及・活用に向けた取り組み事
例をご紹介しています。今回は、関東地区、中
国・四国地区からのレポートです。

KANTO 関東地区救護施設協議会

個別支援計画への取り組み
関東地区救護施設協議会職員研修委員長／　　　　　 

東京都・光の家神愛園副施設長　藤巻　契司

＜はじめに＞
　関東地区救護施設協議会（関救協）では、職
員一人ひとりの資質向上を図るため、平成２年
に職員研修委員会を設け、毎年秋に職員研修会
を開催しております。この研修会は２泊３日の
日程で、事前レポートと事後のレポートを全研
修参加者に義務付ける等、かなりハードな内容
ではありますが、実践に即した内容の研修会
で、会員施設の多くから、「とても役に立つ研
修会」という評価を得ております。研修会は今
年度で21回目となりましたが、毎回、各施設よ
り多くの職員を派遣していただいております。
　どのような研修会にするかは、各県より１名

ずつ派遣していただいている研修委員により構
成される、職員研修委員会において検討してい
ますが、これまでの研修会の内容を見ますと、
その時、その時の救護施設の課題等を取り上
げ、勉強してきたことがわかります。個別支援
計画についても、この研修会でこれまでに何回
か取り上げて、研修してきています。

＜関救協での取り組み＞
　「救護施設個別支援計画書」（第１次案）は平
成15年６月に発刊されましたが、関救協では同
年11月に行われた第14回職員研修会に、全救協
「施設における個別支援計画に関する検討委員
会」の委員である、笈川雅行氏（現・全救協制度・
予算対策委員長、社会福祉法人アゼリア会常務
理事）に講師をお願いし、『「救護施設個別支援
計画書第一次案」～アセスメントの手法を中心
として～』をテーマにお話しいただきました。
当時は救護施設で個別支援に取り組んでいる施
設があまりないなか、ＩＣＦの考え方と、利用
者の「希望、要望」をベースにした、全救協版
の「個別支援計画書」はとても画期的な内容で、
参加者は多くの刺激を受けました。その後、第
16回までの３年間は、「個別支援の充実を図ろ
う」というテーマで研修会を開催し、全救協版
の「個別支援計画書」そのものの使い方を学ぶ
研修ではありませんでしたが、「支援の基本は
個別支援」であることを学ぶ機会としました。
　ちょうどその頃より、将来的には個別支援計
画の研修会は全国単位で行うのではなく、地区
単位で行うようにしたいという全救協の方針が
出されたこともあり、平成19年の第18回職員研
修会では、それまで全救協の調査・研究・研修
委員として全国の個別支援計画研修に何度か携
わったことのある筆者が担当して、全救協版の
「個別支援計画書」が、どのような考え方で作
られたもので、どのように用いればよいかを解
説するための講義を行いました。また、研修委
員の工藤創氏（埼玉県・育心寮）より、育心寮
で行っている、個別支援計画についての実践報

 40



2011/No.135

告も併せて行いました。日頃の支援に具体的な
形で計画が落とし込まれている育心寮の実践報
告は、ツールとしての「個別支援計画書」の有
用性を認識するよい機会となり、個別支援計画
に取り組んでいない多くの施設で、取り組みを
始めるきっかけとなりました。
　翌平成20年の第19回職員研修会では具体的な
使い方をもっと学ぶために、三日間の研修会の
うち、二日間を個別支援計画を学ぶ日程とし、
講義及び演習指導を守家敬子氏（全救協調査・
研究・研修委員長、萬象園施設長）にお願いし
ました。モデル事例ではありましたが、小グ
ループに分かれて実際に計画を検討する演習を
行った事で、講義を聞いたり、解説書を読むだ
けでは、なかなか理解し難い部分についても学
ぶことができたのではないかと思います。
　その後、職員研修会では「個別支援計画書」
そのものを学ぶプログラムは実施していません
が、対人援助の基本を学ぶ講義のなかで、支援
の基本として個別化の大切さ、ニーズを把握す
ることなしに支援を行うことの危うさについて
毎回話をし、ツールとして全救協版「個別支援
計画書」を使うことの意義やメリットについて
伝えています。また、毎年行われている研究協
議会では、分科会で個別支援計画を取り上げ、
勉強する機会としています。

＜おわりに＞
　全救協版「個別支援計画書」は利用者支援を
行ううえでとても有用なツールですが、「個別
支援計画書」の認知度が高まるにつれ、「個別
支援計画書」が一人歩きしてしまい、日頃行っ
ている支援と個別支援計画は別であるかのよう
に捉えている方が見受けられるようになってき
ています。
　そのため職員研修会では、全救協版「個別支
援計画書」を使うことのメリットや、「個別支
援計画」に取り組むことは当たり前の時代に
なったことなどを中心に、参加者の皆さまにお
伝えしております。

TYUGOKU・SHIKOKU 中国・四国地区救護施設協議会

個別支援計画の推進に関する研修
会の取り組みについて
中国・四国地区救護施設協議会調査・研究・研修委員会幹事／ 

愛媛県・みさか荘主幹　重松　建宏

　平成17年第36回中国・四国地区救護施設研究
協議大会の基調テーマは「今後、救護施設はい
かに進むべきか」でした。この時点では、分科
会のテーマとしても「個別支援計画」はなく、
第２分科会に演習「救護施設個別支援計画策定
のポイント」を盛り込み、普及に向けたスター
トを切ったような状況でありました。
　その後、中国・四国地区調査・研究・研修委
員会では、個別支援計画を軸とした研修の企画
により、各施設が取り組みを推進する仕組みを
つくるため、作成のポイント、モニタリング、
地域生活移行支援事業、他法活用、その他関連
事業等を意識した研修会を実施するとともに、
中国・四国地区の各施設の推進状況を把握し、
個別支援計画の標準レベルが向上するような効
果的な研修を実施しています。そして、各県ブ
ロックの職員研修会にて、その内容がフィード
バックできるよう取り組んでいます。

＜個別支援計画の取り組み状況＞
　中国・四国地区救護施設協議会調査・研究・
研修委員会は、例年８月に岡山市にて、調査・
研究・研修委員会を開催しています。次年度の
中国・四国地区救護施設研究協議大会の分科会
等のプラン作成や、２月に開催（第２回までは
３月開催）している職員研修会の企画などを協
議し、常にステップアップする姿勢で取り組ん
でおります。
　以下、これまでに開催しました、職員研修会
の概要をご紹介します。
【第１回】
日時：平成18年３月17日13時～16時
会場：岡山国際交流センター　参加者34名
研究協議内容：
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①職場研修の進め方
②個別支援計画の作成について
　⇒なぜ個別支援計画を作らなければならない
のかから始まり、導入時期の施設間の進捗
状況も含めて研修しましたが、この時点で
は、中国・四国地区で個別支援計画を導入
している施設はまだ少ない状況でした。

【第２回】
日時：平成19年３月16日13時～17時
会場：岡山国際交流センター　参加者34名
研究協議内容：
①職場研修の問題点　②自立支援法と現状
③個別支援計画の演習
【第３回】
日時：平成20年２月７日10時～17時、
　　　　　　　２月８日９時～15時30分
会場：岡山三光荘　参加者30名
研究協議内容：
①講義・個別支援計画の必要性について
②講義・個別支援計画
③演習・個別支援計画作成　④演習のまとめ
　⇒この回より、２日間の開催となり、より現
場実務に密着した、個別支援計画の作成に
特化した研修となりました。個別支援計画
作成に関する内容が具体的、総合的に理解
できる研修となりました。

【第４回】
日時：平成21年２月４日10時～17時、
　　　　　　　２月５日９時～15時30分
会場：岡山三光荘　参加40名
研究協議内容：
①講義・救護施設のあり方・方向性について
②講義・個別支援計画の必要性及びＩＣＦの考
え方について
③講義・個別支援実践事例報告および地域移行
について
④演習・アセスメント・ニーズ整理記入
⑤演習・支援計画　⑥発表・まとめ
　⇒先進施設の個別支援実践事例報告等によ
り、進め方のポイントおよび基礎的な部分

を理解し、アセスメントおよびニーズ整理
によって多面的な評価による進め方を習得
します。

【第５回】
日時：平成22年２月４日10時～17時
　　　　　　　２月５日９時～15時30分
会場：岡山ピュアリティまびき　参加者39名
研究協議内容：
①講義・障害者の虐待防止に関する検討会報告
②セルフチェックリストを基にした課題整理
③講義・利用者本位のケアの視点と目的指向型
のケアプランについて
④演習：個別支援計画スーパーバイズのポイン
ト、ニーズ整理・支援計画
⑤支援計画を利用者への提示するロールプレイ
　⇒障害者の虐待防止について、具体的な内

容・事例をあげ、定義・特徴等の詳細な説
明や、個別支援計画作成において必要な要
素を、心理学的な分析も含めて研修しまし
た。その後、個別支援計画作成のロールプ
レーイングを実施しましたが、どのグルー
プも充実した内容にまとめました。

＜個別支援計画の成果と今後について＞
　第１回研修会から、年々、研修内容の質が向
上し、普及期から育成期に、そして現在は強化
とも言える専門的研修として行われており、参
加者のやる気、動機づけ、目標がもてるような
充実した研修となっています。中国・四国地区
においては重要な研修として位置づけられてお
り、いつも熱い守家敬子氏、米光正雄氏のリー
ダーシップにより推進できたことに感謝しま
す。
　現在の、社会状況・福祉環境の変化、制度の
変革と、時代の流れが急速に動くなかで、入所
者の形態も生活障害者の増加など著しい状況変
化が見られ、通過型施設化が進み、救護施設に
も機能強化が求められています。このような状
況にあって、個別支援計画は、救護施設の利用
者本位の支援を進めるうえで、軸となるプラン
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といえます。この個別支援計画という軸から、
過去５回の研修会でいずれも関連したテーマを
取り上げてきましたが、個別支援計画がさらに
機能し定着するためには、個別支援計画をプラ
ンニングし実行する、プランナーである指導員
の人材育成が各施設急務と思われます。
　職員研修会は、全救協の個別支援計画研修
会、スーパーバイザー研修会等の内容を中国・
四国地区にフィードバックする研修会として、
職員が実践・成果に直結する内容で効果をあげ
ています。今後、この研修会のクオリティーを
向上させ、個別支援計画を軸とした、社会変化
に対応できる課題対応型、目標達成型の人材育
成の研修会として推進し、さらに各施設の人材
育成・機能強化が図れるよう、パッション・ミッ

第５回研修会のロールプレーイングのようす

お　知　ら　せ

『改訂新版　救護施設職員ハンドブック』の一部内容の訂正について

　先般、刊行いたしました『改訂新版　救護施設職員ハンドブック』の内容について、一部誤りが
ございました。お詫びを申し上げますととともに、下記のとおり訂正いたします。

誤 正

16頁
６行目

・・・、２級地または３級地の場合は、
１級地の基準を適用してもよいとされ
ています。

・・・、２級地または３級地の場合は、
１級上の基準を適用してもよいとされ
ています。

　なお、本書は１部1,000円（送料は着払いにて別途ご負担いただきます）にて頒布しております。
ご希望の方は、全救協事務局までご連絡ください。
　　＜連絡先＞　全国社会福祉協議会　高年・障害福祉部内
　　　　　　　　全国救護施設協議会事務局　担当／桑原、古

ふる

郡
ごおり

　　　　　　　　　　℡03-3581-6502 　FAX 03-3581-2428

ション・アクションをもって、中国・四国地区
が一つのチームになるよう、研修会を進めてい
きたいと考えております。
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活動日誌 （平成22年９月～12月）

9  ９月22日（水） 平成22年度　地域生活支援関係事業実施施設等連絡会（於：全社協）

10
10月19日（火）

10月27日（水）

10月28日（木）

（第２回）制度・予算対策委員会（於：全社協）

（第２回）理事会（於：沖縄県・沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ）

（第35回）全国救護施設研究協議大会（於：沖縄県・沖縄ハーバービュー

ホテルクラウンプラザ／～29日）

12 12月 ２日（木）

12月10日（金）

平成22年度　救護施設福祉サービス研修会（於：全社協／～３日）

（第３回）理事会（於：全社協）


